
南山城村パブリックコメント実施要綱 
 
（目的） 
第１条 この要綱は、パブリックコメントの実施の関して必要な事項を定めることにより、

村民に対する説明責任を果たすとともに、意思形成過程における公正の確保及び透明性

の向上を図り、村政への村民参画を促進することを目的とする。 
 
（定義） 
第２条 この要綱において「パブリックコメント」とは、村の計画的な計画等（以下「計

画等」という。）の立案に当たって、当該計画等の案を公表し、それについて村民等から

意見及び情報（以下「意見等」という。）の提出を求め、提出された意見等を考慮して最

終的な意思決定を行うとともに提出された意見等の概要、提出された意見等に対する実

施機関の考え方等を公表する一連の手続きをいう。 
２ この要綱において「村民等」とは、次に掲げるものをいう。 
（１） 村の区域内に住所を有するもの 
（２） 村の区域内の事業所又は事業所に勤務するもの 
（３） 村の区域内の学校に在学するもの 
（４） 村の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 
（５） 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメントの対象となる計画等に利害関係 

を有するもの 
３ この要綱において「実施機関」とは、次に掲げる機関をいう。 
（１） 村長 
（２） 教育委員会 
（３） 選挙管理委員会 
（４） 監査委員 
（５） 農業委員会 

 
（対象） 
第３条 実施機関は、次に掲げる計画等について、パブリックコメントを実施するものと

する。 
（１） 村の施策に関する基本的な計画の策定又は改定 
（２） 村政の基本的な方針を定める条例の制定又は改廃 
（３） 村民に義務を課し、又は権利を制限する条例（金銭徴収に関するものを除く。）の 

制定又は改廃 
（４） 広く村民の利用に供される施設の建設に係る基本的な計画の策定又は改定 
（５） 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの 

 
 
 



（適用除外） 
第４条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、

パブリックコメントを実施しないことができる。 
（１） 迅速若しくは緊急を要すると認められる場合又は軽微であると認められる場合 
（２） 実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合 
（３） 村民等の意見等を聴取する手続きが法令等により定められている場合 
（４） 審議会等において、パブリックコメントに準じた手続きを経て策定した報告、答 
   申等に基づき、計画等の立案を行う場合 
（５） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項の規定による直接請求に

より議会に付議する場合 
 
（案等の公表） 
第５条 実施機関は、計画等の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、

当該計画等の案を公表するものとする。 
２ 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せ  
 て公表するよう努めるものとする。 
（１） 計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景 
（２） 計画等の案の概要 
（３） 計画等の案を審議会等における審議等に付した場合にあっては、当該審議等の概 
   要 
（４） その他村民等が計画等の案を理解するために必要な関連資料 

３ 実施機関は、第１項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる事項を併

せて明示するものとする。 
（１） 計画等の案の名称 
（２） 計画等の案に対する意見等の提出方法及び提出期間 
（３） 計画等の案に係る資料の閲覧方法 
（４） 計画等の案についての問い合わせ先 

 
（案等の公表方法） 
第６条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。 
（１） 村ホームページへの掲載 
（２） 実施機関が指定する場所での閲覧 

２ 実施機関は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、村広報紙等への掲載、報道機関

への情報提供等の方法を活用し、広く村民等への周知に努めるものとする。 
 
（意見等の提出） 
第７条 実施機関は、計画等の案の公表の日から原則として概ね１か月の期間を設けて、

村民等からの意見等の提出を受けるものとする。 
２ 前項に規定する意見等の提出方法は、次に掲げるもののうちから実施機関が選択して



定めるものとする。 
（１） 郵便又は信書便 
（２） ファクシミリ 
（３） 電子メール 
（４） 実施機関が指定する場所への書面の持参 
（５） その他実施機関が認める方法 

３ 実施機関は、意見等を提出しようとする村民等に対し、住所又は所在及び氏名又は名

称を明らかにするよう求めるものとする。 
 
（意見等の処理） 
第８条 実施機関は、前条第１項の規定により提出された意見等を考慮して、計画等につ

いて最終的な意思決定を行うものとする。 
２ 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出され

た意見等に対する実施機関の考え方並びに計画等の案を修正した場合はその修正内容を

公表するものとする。ただし、南山城村情報公開条例（平成１８年南山城村条例第１１

号）第６条各号に該当するものは、この限りでない。 
３ 前項の規定による公表の方法については、第６条第１項の規定を準用する。 
４ 実施機関は、第２項の規定にかかわらず、提出された意見等のうち、単に賛否のみを

明らかにするもの又は意見等を求めている案件に関連のないものについては、意見等の

概要及び意見等に対する実施機関の考え方を公表しないことができる。 
５ 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとする。 
 
（一覧の作成等） 
第９条 実施機関は、パブリックコメントを実施するときは、あらかじめ第５条第３項各

号に掲げる事項を村長に報告するものとする。 
２ 村長は、前項の規定による報告を取りまとめた一覧を作成し、村ホームページに掲載

し公表するものとする。 
 
（その他） 
第１０条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメントの実施に関し必要な事項は、

実施機関が別に定める。 
 
  附 則 
１ この要綱は、平成１８年１２月１５日から施行する。 
２ この要綱の施行の際、既に立案の過程にある計画等でパブリックコメントを実施する

いとまのないものについては、この告示の規定は適用しない。 


